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１ 取組の背景

政府は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中には、オリンピックで８００万人、パラリンピックで２４０万人にのぼる多数の選手・

大会関係者や観客が首都圏を訪れることが見込まれていることから、大会開催時の宿泊施設不足等に対応するため、ホテルシップは有効な方法とし
て、平成２９年度に、内閣官房・国交省主催の 『クルーズ船のホテルとしての活用に関する分科会』が設置され、検討が本格化された。

この分科会において、ホテルシップの可能性がある埠頭として、川崎、横浜、東京、千葉の４港５ヵ所が提示された。

・世界最大のスポーツイベントであり、東京湾内の港湾管理者が
連携して、東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けた取り組
みに参画していくことは大変意義がある

・川崎港は東京に隣接し、羽田空港にも近い地理的特性から、
ホテルシップ等のクルーズ船の誘致先として高いポテンシャルを
有している

・ホテルシップ等のクルーズ船を誘致し、宿泊客や乗客等を市内
に誘導することは、地域の活性化や、効果的な本市の魅力発信
につながる

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を好機とした
インバウンド等の誘客に向けた契機になる

ホテルシップの誘致に向けた取り組みを推進するとともに、
ホテルシップを契機としたクルーズ船誘致に必要な検討を進める
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【川崎港】東扇島地区

【横浜港】山下ふ頭及び
本牧ふ頭

【東京港】１５号地木材ふ頭

【木更津港】南部地区
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